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英会話教室
年長と年中のクラスを対象にした英会話
教室がありました。この日は「曜日」の
レッスンで、１週間の各曜日が歌詞に
入っている歌をみんなで歌いました。
先生に続いて園児たちの元気いっぱいの
歌声が教室に響いていました。

（６月21日 / 平生幼稚園）
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１．プレミアム付商品券の販売について

（１）対象者
　令和３年７月１日時点で平生町に住民登録がある人

（２）商品券内訳と販売価格
　１冊 (1000円券13枚と500円券４枚の計15,000円
分）を10,000円で販売。（１人１冊のみ）
※500円券は、町内に本店を有する事業者での使用に
　限られます。

（３）販売期間
　令和３年７月26日月～８月31日火
　午前９時～午後５時【土・日曜日・祝日・振替休日を除く】

（４）販売場所
　平生郵便局、平生曽根郵便局、佐賀郵便局

（５）販売方法
　７月中旬から下旬にかけて、購入引換券（ハガキ）を
発送します。ハガキと購入者の本人確認書類（運転免許
証や健康保険証など）を持参して、購入してください。
※７月１日の時点で平生町に転出届を提出している人はハ
　ガキが届かない場合があります。詳しくはお問い合わせ
　ください。

２．子育て世帯への商品券の配布について
　
　平成15年４月２日以降に生まれた人で、令和３年７
月１日時点で平生町に住民登録がある児童１人あたり
10,000円分の商品券を配布します。

（１）商品券内訳
　1000円券８枚と500円券４枚の計10,000円
※販売用のプレミアム付商品券との区分のため、商品
　券の右上部分が欠けています。
※500円券は、町内に本店を有する事業者での使用に
　限られます。

（２）配布方法
　８月中旬から下旬にかけて、対象児童のいる世帯に
対して商品券を郵送によりお渡しします。

【プレミアム付商品券の販売に関すること】
問町役場産業課 商工観光班　☎56ｰ7117

【子育て世帯への商品券の配布に関すること】
問町役場町民福祉課 こども班　☎56ｰ7113

【取扱店登録に関すること】
問平生町商工会　☎56ｰ2245

「イタリアーノひらおプレミアム付商品券」を発行します
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　町では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた町内の事業所および店舗の商品購入
促進による経済活性化や子育て世帯応援の取組みとして、町内の登録された取扱店で使用で
きるプレミアム付商品券を発行します。

販売期間中は、1 人１冊必ず購入できますので、
販売場所が「３密」とならないようご配慮をお願
いいたします。

　商品券取扱店を11月30日火まで随時募集してい
ます。
　希望する事業者は、町ホームページで募集内容を
確認の上、平生町商工会に郵送または FAX で申し
込んでください。

プレミアム付商品券および子育て世帯への商品券の
取扱店を随時募集しています

商品券に関する詐欺にご注意ください！

　町では、商品券の発行に際して振込や ATM の操
作などをお願いすることはありません。不審に感じ
ることがあれば、迷わず柳井地区広域消費生活セン
ター（☎22ｰ2125）にご相談ください。
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【商品券の有効期間】
令和３年９月10日金～令和４年１月31日月

【商品券の取扱店】
町内の取扱店の登録を受けた事業所または店舗
※詳細につきましては、町ホームページをご覧ください。
※６月30日までに登録を受けた取扱店の一覧表につきましては、商品券と一緒にお渡しします。

見
本

試験職種 採用予定人数 受験資格

保健師 １人程度 平成３年４月２日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人ま
たは令和４年３月までに当該資格を取得する見込の人

社会福祉士 １人程度 平成３年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有する
人または令和４年３月までに当該資格を取得する見込の人

土木・建築 若干名
平成３年４月２日以降に生まれた人で、土木もしくは建築の専門課
程を専攻し、高等学校以上を卒業または令和４年３月までに卒業す
る見込の人

一般行政 若干名 平成３年４月２日以降に生まれた人で、高等学校以上を卒業または
令和４年３月までに卒業する見込の人

平生町職員を募集します　　

１．対象職種

２．申込受付期間
７月 13 日火～８月 10 日火（期間内消印有効）

３．試験日・場所・内容

試験 試験日 場所 内容

第１次試験
保健師・社会福祉士 ８月 29 日日 受験票を送

付する際に
通知します

筆記試験
（基礎能力試験）
（事務能力試験）
（適性検査）土木・建築・一般行政 ９月 19 日日

第２次試験
保健師・社会福祉士 ９月（予定）

平生町役場 口述試験（面接）
土木・建築・一般行政 10 月（予定）

４．申込方法
　町役場総務課備え付けの「平生町職員採用試験受験申込書」に必要事項を記入し、返信用封筒（長形３号、84
円切手貼付）を添え、持参または郵送で申し込んでください。
　なお、町ホームページからダウンロードしたもの（Ａ４版白紙に黒字で両面印刷）でも申込みを受け付けます。
※　連絡先（電話番号）を忘れずに記入してください。
※　持参の場合、午前８時 30 分から午後５時 15 分までにお持ちください。（土・日曜日、祝日、振替休日を除く）
※　郵送の場合、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、簡易書留で送付してください。
　詳細については、申込書とともに備え付けている受験案内をご確認ください。

問町役場総務課　☎56ｰ7111
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●支給対象者
　ひとり親世帯以外の住民税均等割が非課税の子育て
　世帯

●支給額
　児童１人あたり一律５万円
●対象児童
　①令和３年４月分の児童手当または令和３年４月分
　　の特別児童扶養手当の対象児童
　②①以外の令和３年３月31日時点で18歳未満の 児童
　　（障害児は20歳未満）および令和３年４月１日から
　　令和４年２月28日までに生まれた新生児
　
　その他、対象児童を養育しており、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和３年度
の住民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認
められる人（家計急変者）も対象となります。

●申請期間
　令和４年２月28日月まで（当日消印有効）

●申請方法
　【①の児童を養育する人】　
　　町から個別に通知するため申請不要です。
　【②の児童を養育する人または家計急変者】
　　申請が必要です。詳しくは、町ホームページをご
　覧いただくかお問い合わせください。
　（町ホームページＵＲＬ）
　http://www.town.hirao.lg.jp/topics/  
    kosodate.html

問厚生労働省コールセンター　☎0120ｰ811ｰ166
（受付時間：平日9:00～18:00）
問町役場町民福祉課　☎56ｰ7113

子育て世帯生活支援特別給付金支給事業
【ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分】

徳山年金事務所出張年金相談【予約制】
年金相談を実施します。お気軽にご利用ください。
●日時　８月５日木 10:00 ～ 16:00
●会場　平生町商工会
●持参物
・基礎年金番号のわかるもの
（年金手帳・年金証書など）
・相談者本人の確認ができるもの（運転免許証など）
※代理人による相談の場合は、委任状および代理人
本人の確認ができるものを持参してください。

●予約受付期限（完全予約制）８月４日水

　国民年金には、経済的な理由などで保険料を納める
ことが困難な場合、保険料の納付が免除・猶予となる
次の制度があります。
 保険料免除制度
　基準となる所得に応じて、保険料の全額または一部
が免除されます。
【要件】本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以

下の場合
※申請する年度または前年度において退職（失業）の
事実があるときは、該当者の所得を除外する退職の
特例を受けることができます。

 保険料納付猶予制度
　免除制度が利用できない人を対象に、保険料の納付
が猶予され、後払いができるようになります。
【要件】50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定

額以下の場合
●申請方法（共通）
【申請の対象となる期間】

申請時点の２年１カ月前～翌年６月分
※申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取
ることができない場合があります。

【申請場所】
町役場健康保険課、佐賀出張所、徳山年金事務所

【持参物】
・個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）また

は年金手帳
・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・退職の特例を受ける場合は、雇用保険受給資格者証

など退職日のわかる書類

国民年金の保険料免除・猶予制度をご利用ください

問徳山年金事務所　 ☎0834ｰ31ｰ2152
問町役場健康保険課 保険年金班　 ☎56ｰ7115
※町役場では出張年金相談の予約は受け付けていません。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
国民年金保険料の納付が困難な人は、臨時
特例免除制度が活用できる場合があります
　新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や
廃業、休業の届出を行っている人など、一時的に国
民年金保険料を納付することが困難な場合、本人か
らの申請に基づき、国民年金保険料の臨時特例の免
除が適用できる場合があります。免除の詳細や手続
きの方法については、ねんきん加入者ダイヤルまた
は問合せ先までご連絡ください。
ねんきん加入者ダイヤル（☎0570ｰ003ｰ004）

　町では、安全で安心なまちづくりを目的とした組織
や団体等が実施する次の活動に対し、補助金を交付し
ます。
●補助対象
 ①防犯教室・講演会等の開催（会場使用料等）
 ②啓発用資材の製作（のぼり旗製作費等）
 ③防犯キャンペーンの開催（防犯グッズ購入費等）
 ④防犯パトロールの実施（ジャンバー等購入費等）
 ⑤自治会管理施設等の防犯対策の実施（警報装置設置
　費等）

※申請には、事業計画書や収支計画書、見積りなどが
必要となります。詳しくはお問い合わせください。
問町役場総務課 地域安全班　☎56ｰ7111

平生町安全で安心なまちづくり事業補助金を
ご活用ください

活動団体
ウイングパトロール隊
隊員が白バイで町内の
防犯パトロールを行っ
ており、燃料費の一部
について補助金を交付
しています。(写真左）

「子育て世帯生活支援特別給付金」の “振り込め詐欺”
や “個人情報の搾取” にご注意ください！
　ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働
省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があっ
た場合は、町役場や最寄りの警察署（または警察相談
専用電話（♯ 9110））にご連絡ください。

　平生町では、子どもたちの学校生活を支援していただく「消毒ボランティア」、「学習支援ボランティア」をはじめ、
学校の草刈り、花壇等の整備をしていただく「環境整備ボランティア」を随時募集しています。
　また、消毒作業で使用する布の提供も受け付けています。
　ご支援いただける方は、町教育委員会社会教育課（☎56-6083）にご連絡ください。

子どもは地域の子どもは地域の宝宝ですです

 消毒ボランティアのみなさんいつもありがとうございます！
　ウィズコロナの学校生活も、かれこれ１年という月日がたちました。
　子どもたちが下校した後に、地域の「消毒ボランティア」のみなさんが
毎日、学校の共用場所を消毒しにかけつけてくれます。
　子どもたちが安心して学校生活を送ることができるのも、地域のみなさ
んのご支援のおかげです。
　いつもお世話になっています。これからも「地域の宝 ひらおっ子」の育
成にご支援ください。
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国民健康保険
限度額適用・標準負担額減額認定証

　国民健康保険に加入している人は、「限度額適用認
定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を医療機関に提示することで、１カ月の医療費の支払
いが自己負担限度額までとなります。
　また、住民税非課税世帯に属する人は、入院時の食
事代が軽減されます。
●対象者
①70歳未満の人
②70歳以上で住民税課税所得145万円以上690万円
未満の人
③70歳以上で住民税非課税世帯に属する人
※保険税に滞納がある場合は、交付されないことが
あります。

●申請について
【申請期間】随時 
【申請場所】町役場健康保険課
【持参物】国民健康保険被保険者証（保険証）
　　　　 個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）
●更新について（有効期限：毎年７月31日）
８月以降も引き続き認定証が必要な人は、再度申請
が必要です。
●長期に入院したとき
所得区分が「オ」（70歳未満）または「区分Ⅱ」（70
歳以上）に該当する人は、過去１年間の入院日数が
91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額され
ます。入院日数が確認できる書類（病院の領収書等）
を持参の上、申請手続きを行ってください。
問町役場健康保険課 保険年金班　☎56ｰ7115

後期高齢者医療制度
限度額適用・標準負担額減額認定証

　後期高齢者医療制度では、住民税非課税世帯の被保
険者に対して「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、
住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険
者および同じ世帯の被保険者に対して「限度額適用認
定証」の交付をしています。
　この認定証を医療機関に提示することで、１カ月の
医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、住民税
非課税世帯の人は、入院時の食事代・居住費が減額さ
れます。

●申請について
新たに認定証の交付を受けるには申請が必要です。
【申請期間】随時
【申請場所】町役場健康保険課
【持参物】後期高齢者医療制度被保険者証（保険証）、

個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）
●更新について（有効期限：毎年７月31日）
手続きは不要です。引き続き対象となる人には、新し
い認定証を送付しますので、現在お持ちの認定証は
８月１日以降に各自で処分してください。（返却不要）
●長期に入院したとき
「区分Ⅱ」に該当する人で、過去１年間の入院日数が
91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額され
ます。入院日数が確認できる書類（病院の領収書等）
を持参の上、申請手続きを行ってください。
問町役場健康保険課 保険年金班　☎56ｰ7115
問県後期高齢者医療広域連合　☎083ｰ921ｰ7111

防災士を目指してみませんか！【自主防災アドバイザー養成研修のご案内】

 防災士資格取得補助金制度
●対象者
①町内に住所を有し、町税などの滞納がない人
②防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内で活
 動する意思のある人
③他の助成制度による財政的支援を受けていない、ま
 たは受ける予定のない人
●補助金の額
補助対象経費の３分の２［限度額：４万円］
※山口県自主防災アドバイザー養成研修の場合
11,500円－補助金額 7,667円＝自己負担額 3,833円
●募集期限　９月１日水まで
●定員　３名（先着順で定員になり次第締切）
※詳しい内容についてはお問い合わせください。
問町役場総務課 地域安全班　☎56ｰ7111

　防災士とは、社会のさまざまな場で減災と社会の防
災力向上のための活動が期待され、そのために十分な
意識・知識・技能を有するものとして、NPO 法人日本
防災士機構から認定された人です。
　本町では、防災士を各地域に配置し育成するため、
その資格取得費用の一部を補助する「防災士資格取得
補助金制度」を実施していますので、防災士の資格取
得に挑戦してみませんか。
　地域の防災リーダーとして自治会での防災訓練のサ
ポートやアドバイスを行うなど、地域の防災力向上に
活躍されることを期待しています。
 山口県自主防災アドバイザー養成研修
●講習日　10月２日土、３日日、17日日の３日間
●会場　10月２日土、17日日
　　　　 ゆ～あいプラザ山口県社会福祉会館(山口市）
　　　　10月３日日：山口県立大学 ( 山口市）
●経費　11,500円

　町民の安全安心と良好な生活環境を確保するため、
老朽化による倒壊や一部崩落などのおそれがあり一定
の要件を満たす危険な空き家の解体に対して、予算の
範囲内で補助金を交付します。

●募集件数
　3件
※一定の要件を満たす空き家を危険
な空き家として先着順に認定し、
補助対象とします。認定件数が募
集件数に達した場合は、募集期間
内でも受付を終了します。

●募集期間
　７月26日月～11月19日金
※令和４年１月28日金までに完了する工事を対象と
　します。
●補助金額
補助対象となる解体工事費の３分の１（上限30万円）
※国が定めた算定基準により、補助金額が変更となる
場合があります。

問町役場産業課 生活環境班　☎56ｰ7117

危険な空き家の解体費用を
補助します

　福祉医療費助成制度（乳幼児、こども、ひとり親）
の福祉医療費受給資格は毎年８月１日で更新となりま
す。必ず更新の申請をしてください。

●所得要件　　
　父母の市町村民税所得割課税額 ( 税額控除前 ) の合
算額が136,700円以下 ( ※ ) の世帯など
※年少扶養親族の人数等によって、所得制限の上限
　が変わります。
※乳幼児については、所得制限を昨年８月から撤廃
　しましたが、山口県制度の所得判定を行うため課
　税額の確認が必要となります。

●申請に必要なもの
　①印章
　②健康保険証（対象児童のもの）
　③父母の令和３年度所得課税証明書
  ※③は、令和３年１月２日以降に平生町に転入するなど、
　   町で課税状況が確認できない場合に必要です。

問町役場町民福祉課 こども班　☎56ｰ7113

カク福（福祉医療費助成制度 )
の申請はお済みですか

　このたび、平成21年４月１日から12年間にわたり
本町の人権擁護委員を務められた五味洋子さんが６月
30日をもって退任され、後任として遠藤敦子さんが法
務大臣から人権擁護委員を委嘱されました。
　人権擁護委員は、地域のみなさんから人権相談を受
け、問題解決の手伝いや人権侵害の被害者救済、また、
地域のみなさんに人権について関心を持ってもらえる
ように啓発活動を行っています。
毎月第２月曜日（※）に人権擁護委員・行政相談委員による人
権行政相談を開催しておりますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、相談内容などの秘密は固く守られます。
※月曜日が休日の場合は翌日になります。　
問町役場総務課 総務班　☎56ｰ7111　

人権擁護委員　五味 洋子さん退任　新たな委員に遠藤 敦子さん

△遠藤 敦子委員
（委員任期：令和３年７月１日～令和６年６月 30 日）
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　「社会を明るくする運動　～犯罪や非行を防止し、立
ち直りを支える地域のチカラ～」は、すべての国民が、
犯罪や非行の防止と犯罪や非行を犯した人たちの更生
について理解を深め、それぞれの立場において力を合
わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こ
うとする全国的な運動です。
●この運動が目指すこと
［目標１］犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮ら

すことのできる明るい地域社会を築くこと
［目標２］犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をし

ないように、その立ち直りを支えること
●力を入れて取り組むこと
　犯罪や非行をした人を、再び地域社会に受け入れ、
望まない孤独や社会的孤立などの生きづらさという課
題に我が事として関わるコミュニティの実現に向け、
次のことに力を入れて取り組みます。
(1) 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え，再犯を防
　止することの大切さや、更生保護の活動について、
　デジタルツールを活用するなどして、広く周知し、
　理解を深めてもらうための取組み

(2) 犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち
　直りにはさまざまな協力の方法があることを示し、
　多くの人に協力者として気軽に参加してもらうため
　の取組み
(3) 保護司、更生保護女性会会員、BBS 会員、協力雇
　用主等の更生保護ボランティアのなり手を増やすた
　めの取組み
(4) 民間協力者、地方公共団体、国との連携を強化し
　つつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、
　保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受
　けやすくするためのネットワークをつくる取組み
(5) 犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健や
　かな成長を期する取組み

問町役場町民福祉課 地域福祉班　☎56ｰ7113

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です

小・中・高　学校あいさつキャンペーン
中止のお知らせ

「社会を明るくする運動」強調月間の一環として、町内の小中
学校・高校で朝のあいさつ運動を行っていましたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本年度は中止とな
りました。

 農地転用とは？
　農地を農地以外の住宅用地や工場用地、道路、山林
などに用途を変えることを農地の転用といいます。（田
を畑地として造成する場合は転用になりませんが、別
に届出が必要です）
 許可が必要な理由
　農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産
基盤です。特に、耕作面積が狭いうえに人口が多い我
が国では、食料自給率も低いため、優良な農地を大切
に守っていく必要があります。
　そのため、農地の転用には、農地法で一定の規制が
設けられています。
 対象となる農地
　すべての農地が転用許可の対象です。地目が農地で
あれば、耕作されていなくても農地性（農地として活
用できる状態）がある限り、農地として扱われます。
 一時的な転用の場合
　農地を一時的に資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取
場などとして利用する場合も転用となり、許可が必要
です。

 農業用施設用地として転用する場合
　自己の農地保全や利用上必要な施設（耕作用の道路、
用排水路など）に転用する場合、または、２アール未
満の農地を自己用の農業経営施設（農舎、畜舎など）
に転用する場合、許可は不要ですが、届出が必要にな
ります。
 許可なく転用した場合
　無断で転用した場合、農地法違反となり、農地など
の権利取得の効力が生じません。また、工事の中止や
原状回復などを命ずることがあり、これに従わない場
合は、罰則が科せられます。
 転用の手続き
　所定の事項を記載した申請書を作成し、農地のある
市町村の農業委員会へ提出してください。

問町農業委員会事務局（町役場産業課内）
　☎56ｰ7117

農地の転用には許可が必要です！
　

三
人
兄
弟
の
前
に
一
本

の
バ
ナ
ナ
が
あ
り
ま
す
。
平

等
に
分
け
る
に
は
、
三
等
分

に
切
り
分
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
し
か
し
、
バ
ナ
ナ
を
目
分

量
で
、
で
き
る
だ
け
同
じ
大

き
さ
に
切
り
分
け
た
つ
も

り
で
も
、
常
に
、
す
べ
て
の

個
の
容
積
を
同
じ
に
切
り

分
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
こ
と
は
誰
も
が
知

っ
て
い
る
の
で
、
適
当
に
切

り
分
け
る
こ
と
に
い
ち
ゃ

も
ん
を
付
け
る
人
は
い
ま

せ
ん
。
ご
飯
を
「
茶
碗
に
半

分
ほ
ど
お
願
い
し
ま
す
」
と

言
わ
れ
た
と
き
、
い
つ
も
悩

み
ま
す
。
そ
れ
は
、
中
学
校

で
習
っ
た
、
円
錐
の
高
さ
の

真
ん
中
で
二
つ
に
切
断
す

る
と
、
体
積
は
一
対
七
に
な

る
こ
と
を
思
い
出
す
か
ら

で
、
茶
碗
の
容
量
の
半
分
と

は
ど
の
く
ら
い
よ
そ
う
の

か
見
当
も
つ
か
ず
、
ま
あ
い

い
か
と
適
当
に
済
ま
せ
て

い
ま
す
。

　

適
当
に
つ
い
て
考
え
た

の
は
、
テ
レ
ビ
で
「
家
庭
で

作
る
み
そ
汁
を
毎
日
食
べ

て
も
飽
き
な
い
の
は
、
失
敗

す
る
か
ら
で
す
」
の
コ
メ
ン

ト
を
聞
い
た
と
き
で
し
た
。

そ
れ
を
私
な
り
に
次
の
よ

う
に
解
釈
し
ま
し
た
。【
多

く
の
家
庭
で
は
、
み
そ
汁
を

作
る
と
き
、
水
や
具
材
や
だ

し
と
、
決
め
手
の
み
そ 

ま

で
す
べ
て
を
目
分
量
で
適

当
に
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
毎
回
同
じ
味
と
な
ら

な
い
か
ら
失
敗
だ
と
い
う

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ば

ら
ば
ら
の
味
だ
か
ら
こ
そ
、

毎
日
が
新
し
い
味
で
あ
り
、

飽
き
が
こ
な
い
と
い
え
る

の
で
あ
ろ
う
】
と
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
話
を

広
げ
て
み
ま
す
。
人
の
場

合
、
同
じ
所
に
住
む
家
族
や

自
治
会
や
、
あ
る
い
は
目
的

や
趣
味
が
同
じ
人
た
ち
が

集
ま
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
で
き
ま
す
。
そ
の
成
員
一

人
ひ
と
り
の
主
義
主
張
や

も
の
の
考
え
方
、
感
じ
方
に

は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
各
人

が
自
分
の
信
じ
る
方
向
に

突
き
進
ん
で
い
け
ば
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
は
崩
壊
し
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
楽
し
く
円
滑
に
送
る
た

め
、
こ
れ
だ
け
は
同
じ
行
動

を
し
よ
う
と
の
き
ま
り
や

約
束
事
を
ま
と
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
き
ま
り

な
ど
は
、
必
ず
し
も
自
分
の

意
思
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の

も
あ
る
は
ず
で
す
か
ら
、
ど

こ
か
で
妥
協
し
な
け
れ
ば

ま
と
ま
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
人
の
心
の
あ
り
よ
う
を

計
量
カ
ッ
プ
や
物
差
し
で

測
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

か
ら
、
人
と
人
と
の
心
の
交

流
で
は
、
自
分
の
心
に
沿
わ

な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
全

体
の
た
め
に
ど
こ
か
適
当

な
と
こ
ろ
で
心
の
折
り
合

い
を
付
け
て
妥
協
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　

適
当
に
済
ま
す
こ
と
は

い
い
加
減
な
こ
と
だ
と
受

け
止
め
ら
れ
が
ち
で
す
が
、

日
常
生
活
で
は
適
当
に
済

ま
す
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
適
当
や
い
い
加
減

な
と
こ
ろ
で
妥
協
す
る
こ

と
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、

自
他
の
人
格
を
尊
重
す
る

第
一
歩
と
も
言
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

適
当

平生町人権教育
推進協議会

（事務局：町教育委員会）

つ
な
が
り

つ
な
が
り 

ぬ
く
も
り

ぬ
く
も
り

人権
コラム
No.115

広報版「平生町ミニ文化展」と題し、平生町文化協会会員の作品を紹介しています。
町ホームページでも紹介していますので、ご覧ください。

Web版はコチラ

よ
く
映
え
る
空
を
見
つ
け
た
君
の
羽

さ
と
み

自
分
色
染
め
る
つ
も
り
が
染
め
ら
れ
てえ

つ
子

マ
ス
タ
ー
ズ
制
し
コ
ロ
ナ
の
卋よ

に
灯
り風

柳
子

ふ
う
り
ゅ
う
し

欲
張
っ
て
前
が
見
え
ず
に
こ
ろ
び
出
す紀

子
と
し
こ

牛
歩
で
も
う
し
ろ
見
な
い
で
一
歩
づ
つ和か

ず

コ
ロ
ナ
禍
も
山
は
元
気
に
笑
っ
て
る

浩
子

ひ
ろ
こ

老
い
の
兆
し
折
り
合
う
ま
で
の
反
抗
期頼

子
よ
り
こ

俄に
わ
か
雨
妻
の
小
走
り
に
は
勝
て
ぬ

鬼
灯
子

き 

と
う 

し

コ
ロ
ナ
去
り
や
っ
と
子
供
に
会
え
た
夢幸

子
ゆ
き
こ

そ
の
時
の
気
も
ち
次
第
で
変
わ
る
色

高
志

た
か
し

初
枝

は
つ
え

あ
れ
こ
れ
と
欲
が
つ
っ
ぱ
る
形
見
分
け

今月の出展団体

夫婦松川柳会
［活動］定例句会

　 毎月第３土曜日午後１時 30 分から
　 （曽根地域交流センター）
問平生町文化協会事務局
 （平生町教育委員会 内）

　☎56ｰ6083
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交通移動教室
　５月27日　平生小学校

　平生小学校３年生を対象に交通移動教室が行われま
した。山口県交通安全学習館（山口県警察）の職員を
講師に招き、交通標識の意味や交通ルール、自転車の
点検方法について学習しました。
　教室では交通ルールに関するクイズがありましたが、
児童は次々と正解し、講師は「みんな交通ルールをよ
く知ってますね」と感心していました。

まちの話題

大野地区菊作り講習
６月６日　大野地域交流センター

　大野地区で行われた菊作り講習に、27人が参加しま
した。講習では、平生町菊の会のみなさんが講師となり、
菊の苗を植えるための用土づくり、水やり、肥料の与
え方の注意点などについて説明された後、参加者全員
で苗植えをしました。参加した人は「今回初めて参加
しましたが、菊の花は愛情をかけないと育たないこと
がよく分かりました」と話していました。

山口県防犯連合会防犯功労者
表彰伝達式

６月９日　町役場

　子どもの下校時や夜間の防犯パトロール、うそ電話
詐欺被害防止キャンペーンへ積極的に参加するなどの
防犯活動が評価され、青少年育成センター指導員の金
福照明さんが山口県防犯連合会防犯功労者表彰を受賞
されました。金福さんは、「これからも犯罪のない安全
で安心なまちのため活動したい」と話されました。

シトラスリボン贈呈式
　６月21日　町役場　

　熊毛南高校の生徒会からシトラスリボンが贈られま
した。このリボンは、新型コロナウイルス感染症の感
染者や医療従事者に対する差別や偏見をなくし、誰も
が地域で笑顔の暮らしを取り戻せる社会になるように
との願いを込めて同校生徒が作成したものです。
　町もリボンの配布を行うなど、活動を広めていきま
す。

生徒会長の時政 蒼さん（写真中央）と
副会長の立畠 杏莉さん（写真右）

　町内に定住を希望する若者世帯および三世代で同居・
隣居を希望する人のマイホーム取得等に対して、補助
金を交付します。
●対象世帯の要件
①夫婦いずれか、もしくは子と同居、扶養しているひ
とり親世帯の親が、マイホーム引渡し時に、40歳以
下であること（三世代同居・隣居は除く）
②町内にマイホームを取得し、居住または三世代で同
居・隣居すること
③住民登録を行い、永住または10年以上マイホームに
居住する意思があること
④入居者が暴力団員等でないこと
⑤市町村税を滞納していないこと

●対象住宅
①令和３年４月１日以降に引渡しを受けたもの
②居住を目的とし、玄関、居室、便所、台所、風呂を
備えていること
③マイホーム取得に要した費用が50万円以上であるこ
と
●申込みについて
マイホーム建設・購入・リフォームの契約を締結した
後から申し込みでき、補助金は居住を開始し、実績報
告後に交付します。【予算の範囲内で助成】

若者定住促進住宅事業

●補助金の額（1と2をあわせて申請することはできません）
1若者世帯（夫婦と子からなる世帯、夫婦のみの世帯またはひとり親世帯）が単独でマイホームを取得する場合
マイホームの取得（新築、建売住宅、中古住宅の購入） 20万円（佐賀地区の場合：50万円）

世帯の子
※町外からの転入世帯のみ

中学校就学前の 1人目 5万円（佐賀地区の場合：10万円）
2人目以降（1人につき） 10万円（佐賀地区の場合：20万円）

軽自動車（住所変更・新規登録）※町外からの転入世帯のみ 1台につき 2万円

2三世代で同居・隣居する場合
マイホームの取得（新築、建売住宅、中古住宅の購入）、既存住宅のリフォーム 50万円

問町役場地域振興課 まちづくり推進班　☎56ｰ7120

　次の手当の支給要件に該当すると思われる人で、ま
だ申請していない人はご相談ください。
　なお、各手当にはそれぞれ所得制限および詳細な対
象要件がありますので、詳しくはお問い合わせくださ
い。
特別児童扶養手当について
 問町役場町民福祉課　☎56ｰ7113
特別障害者手当・障害児福祉手当について
 問柳井健康福祉センター　☎22ｰ3777
 特別児童扶養手当
●要件
20歳未満で身体や精神に障がいがあるため、日常生活
に著しい制限を受けている子どもを養育している人
●手当額（月額）※障がいの程度により異なります。
1級：52,500円　2級：34,970円

 特別障害者手当
●要件
20歳以上で、身体または精神の障がいが著しく重度の
状態であるため、常時特別な介護を必要とする人（３
カ月以上継続して入院している人や施設に入所してい
る人は除く）
●手当額（月額）
27,350円
 障害児福祉手当
●要件
20歳未満で、重度の障がいがあるため、常時介護を必
要とする人（施設に入所している人や障がいを事由と
する年金を受給している人は除く）
●手当額（月額）
14,880円

【特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当】
福祉手当などの受給には申請が必要です！



わたしのともだちポルポちゃん

北見葉胡 絵（講談社）

話 題 の 本本

　たこのポルポちゃんは、とってもは
ずかしがりやです。お友だちが遊びに
来ると隠れたり、変身したり。だけど、
わたしたちはとってもな
かよし。遊ぶときもお茶
の時間も、いつも一緒で
す。ある日、わたしはお
城に招待されて・・・。

平生図書館　☎56ｰ2310　【開館時間】9:00〜17:15
【休館日】７月…19日月、26日月、31日土（月末整理日） ８月…２日月、９日月
【ホームページ（予約・検索可）】
http://www.town.hirao.lg.jp/kurashi/shisetsu/toshokan.html

図書館図書館
だよりだより

体が生まれ変わる！階段筋トレ
松尾タカシ 監修

星に祈る
あさのあつこ 著

梅花下駄
佐伯泰英 著

琥珀の夏
辻村深月 著

ランチ酒　３
原田ひ香 著

チバニアン誕生
岡田誠 著

正吉とヤギ
塩野米松 文

トムと３時の小人
たかどのほうこ 作

おもわずおもわず
えがしらみちこ 作

わたしのかみがた
樋勝朋巳 作

New New一般書 児童書
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　三色団子の色に込められた意味を知っていますか。
諸説ありますが、「ピンク＝桜の咲く春」、「白＝雪の
降る冬」、「緑＝葉が生い茂る夏」、そして「秋がない
＝（食べ）飽きない」といわれている粋なお菓子です。
　また、ピンクと白は縁起が良く、緑は邪気を払うと
いった日本らしい意味も込められています。
　牛乳を使うことで優しい風味に仕上がり、カルシウ
ムを美味しく摂ることができます。

三色白玉団子

１．［Ａ］・［Ｂ］・［Ｃ］をそれぞれこねて、各４等
分にして丸める。

２．鍋にお湯を沸かして［１］をゆでて、浮いてき
たら、さらに１分ゆでて冷水にとり、水気を切る。

３．器に白玉、輪切りにしたバナナを盛り、ゆであ
ずきをかけ、ミントの葉を添える。

作り方

平生町食生活改善推進協議会作ってみんさい
食べてみんさい 事務局　町保健センター

　 白玉粉　　　　 20g
　 牛乳　　　　  20ml
　 あずき缶　　　 40g
　 バナナ　　　　 40g
　 ミントの葉　　 適量

　 白玉粉　　　　20g
　 抹茶　小さじ１/ ２
　 牛乳　　　　 20ml
　 白玉粉　　　　20g
　 いちごジャム　10g
　 牛乳　　　　 10ml

材料　４人分

令和３年７月号 広報ひらお 12令和３年７月号 広報ひらお13
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［Ｂ］

［Ｃ］

①
マ
ス
ク
の
着
用

　
マ
ス
ク
は
飛
沫
の
拡
散
予
防
に
有

効
で
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
お
い

て
も
基
本
的
な
感
染
対
策
と
し
て
着
用

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
マ

ス
ク
を
着
用
し
て
い
な
い
場
合
と
比
べ

て
、
心
拍
数
や
呼
吸
数
、
血
中
二
酸
化

炭
素
濃
度
、
体
感
温
度
が
上
昇
す
る
な

ど
、
身
体
に
負
担
が
か
か
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
場
合
に
は
、
強

い
負
荷
の
作
業
や
運
動
は
避
け
、
の
ど

が
渇
い
て
い
な
く
て
も
こ
ま
め
な
水
分

補
給
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
周

囲
の
人
と
の
距
離
を
十
分
に
と
れ
る
場

所
で
、
マ
ス
ク
を
一
時
的
に
は
ず
し
て

休
憩
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

　
暑
い
日
や
時
間
帯
の
外
出
を
避
け
、

涼
し
い
服
装
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

②
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中
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防
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め
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は
、
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コ

ン
の
活
用
が
有
効
で
す
。

　
し
か
し
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般
的
な
家
庭
用
エ
ア
コ

ン
は
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空
気
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み
で
換
気
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行
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て
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せ
ん
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
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た
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は
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冷
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時
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窓
開
放
や
換
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扇

に
よ
っ
て
換
気
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行
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あ
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す
。

　
た
だ
し
、
換
気
に
よ
り
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内
温
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高
く
な
り
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ち
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で
、
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ア
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ン
の

温
度
設
定
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げ
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な
ど
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整
を
し

ま
し
ょ
う
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③
涼
し
い
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少
し
で
も
体
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に
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変
を
感
じ
た

ら
、
速
や
か
に
涼
し
い
場
所
に
移
動
す

る
こ
と
が
、熱
中
症
予
防
に
有
効
で
す
。   

　
一
方
で
、
人
数
制
限
等
に
よ
り
屋
内

の
店
舗
等
に
す
ぐ
に
入
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
場
合
は
、
屋
外
で
も
日
陰
や
風

通
し
の
良
い
場
所
に
移
動
し
ま
し
ょ

う
。

④
日
ご
ろ
の
健
康
管
理

　「
新
し
い
生
活
様
式
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で
は
、
定
時

の
体
温
測
定
な
ど
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健
康
チ
ェ
ッ
ク
を

推
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し
て
い
ま
す
。
こ
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は
体
温
測
定

に
よ
り
平
熱
を
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こ
と
で
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発
熱
に

早
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気
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き
、
熱
中
症
の
予
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に
つ
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が
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で
す
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熱
中
症
に
限
ら
ず
、
普
段
か
ら
体
の

状
況
を
把
握
し
、
早
期
に
異
常
を
発
見

で
き
る
よ
う
に
健
康
管
理
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す
る
こ
と

が
大
事
で
す
。

　
ま
た
、
体
調
が
優
れ
な
い
と
感
じ
る

と
き
は
、
無
理
を
せ
ず
に
自
宅
で
静
養

し
ま
し
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う
。

　丸山海浜パークは海浜公園として多くの人に利用
いただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡
大の防止のため、遊泳等自粛のご協力をお願いいた
します。
　なお、丸山海浜パークの立ち入りを禁止するもの
ではありませんが、ご利用の際にはソーシャルディ
スタンスの確保等の感染予防にご協力ください。

（利用に関する主な注意事項）
・サメ防護ネットは設置していません。
・シャワー室は開放しません。
・駐車場の一部を閉鎖します。
・バーベキュー等の火気使用は禁止します。
問町役場産業課 商工観光班　☎56ｰ7117

丸山海浜パーク利用上の
お願い

　予約時間より早くお越しに
なり会場の外（屋外）でお待
ちいただく場合、熱中症のリ
スクが高まります。
　予約時間にあわせてお越し
いただくようお願いします。

新型コロナウイルスワクチン
集団接種会場にお越しの皆様
へのお願い

「新しい生活様式」における
　　　　　　　　　熱中症予防行動のポイント

① マスクの着用

☆こまめな水分補給

☆涼しい服装

② エアコンの使用

☆換気を行う

☆室内温度の
   調節

④ 日ごろの健康管理

☆平熱を知る

☆体調不良時は仕事
　 や学校などを休む

③ 涼しい場所への移動

☆体調が優れない
　ときは日陰など
　に移動する



柳井警察署だより

問柳井警察署 ☎23ｰ0110

令和３年７月号 広報ひらお 14

正しい知識で正しい知識で安心な消費生活安心な消費生活
問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125

柳井地区広域消費生活センター

町民福祉課の窓口を開設
●開設日
第１日曜日（１月、５月は第２日曜日）
第３土曜日
●開設時間 9:00～12:00
●取扱業務
・マイナンバーカードの交付、電子証
明書の更新

・住民票の写しの交付、戸籍謄抄本
（除籍・改製原戸籍を除く）の交付、印
鑑登録および印鑑登録証明書の交付
問町役場町民福祉課 戸籍班　☎56ｰ7113

一人ひとりが主役のまち“平生”
協働のまちづくり

問町役場地域振興課 まちづくり推進班　☎56ｰ7120

■まちづくりの基本理念「平生町民憲章」
　町民憲章は、昭和60年11月２日、本町合併30周
年を迎えるにあたり、先輩の業績をしのびながら、
心を新たにし、町民性の向上とお互いの幸せを求め、
町勢の躍進を願い、総意を結集して定められたもの
で、その前文では、「わたくしたち平生町民は、ふ
るさとの美しい自然と歴史をうけつぎ、明るくすみ
よいまちづくりを目指して、次のことに努めます」
とうたっており、「町民とは、ただ単なる住民では
なく、そのまちを愛し、住みよい、幸せな “まちづ
くり” に義務と責任と権利をもつことによって、は
じめて真の意味の町民ということができる」として
います。
　今月号から、町民憲章の理念を１項ずつご紹介し
ます。

①「自然を大切にし　環境をととのえ　
　　　　　　　　　　　美しいまちをつくります」
　「わたくしたちは、瀬戸内の恵まれた自然環境を
大事にし、守り育てることを通して風景を愛し、愛

護する心をもちたい。また、花と緑を育てて生活環
境を豊かにし、愛情をもって接し、生きているもの
を可愛がることを通して万物を愛する心を身につけ
たい。そして、自然の美しさに畏敬の念を抱くとと
もに、自他の幸福を喜び合う人間愛・郷土愛をはぐ
くみ、郷土の発展を願い麗しいまちをきずきたい。」

（平生町民憲章―推進のしおりー抜粋）
　本町では、１年を通じて地域のみなさんが力を合
わせて環境整備を行う光景がみられ、いずれの活動
も町民憲章の精神にのっとったものといえます。
　また、１人では時間がかかる作業も、みんなで協
力すれば短時間で終わる
ため、できることが増え
ていきます。
　みなさんの気持ちと行
動が、「明るく住みよいま
ちづくり」の基盤となっ
ています。

平生町民憲章の精神ですすめる

「明るく住みよいまちづくり」①

令和３年７月号 広報ひらお15

区分 警察官採用 🄐 試験（第２回）
男性・女性

警察官採用（Ｂ）試験
男性・女性

受験資格
昭和63年４月２日以降に生まれ、４年制以
上の大学を卒業または令和４年３月31日ま
でに卒業見込の人

昭和63年４月２日から平成16年４月１日
までに生まれた人で、警察官 🄐 以外の学歴
の人（大学に在籍している人は除く）

申込方法
原則、電子申請のみ
※詳細は山口県人事委員会事務局のホームページをご確認ください。
※警察官Ａ (第１回）試験受験者は、Ａ (第２回）試験への申込み不可

申込受付期限 ８月17日火

第１次試験日 ９月19日日

警察官採用（Ａ）試験（第２回）・警察官採用（Ｂ）試験

人権行政相談 
※相談無料・秘密厳守

どなたでもお気軽にご相談ください
●相談日 
　毎月第２月曜日（休日の場合は翌日）
●時間（場所）
　10:00～（平生まち・むら地域交流センター）
　13:00～（佐賀地域交流センター）
●相談員
　人権擁護委員、行政相談委員
●相談内容 
・人権に関わる悩みや困りごと
・�行政全般についての苦情相談ならびに意見
や要望などについて　

次回
８月10日火

※詳しくは、警察本部警務課人事係までお問い合わせください。
【採用フリーダイヤル】          ☎0120ｰ314ｰ290

　平生町・田布施町・上関町・周防大島町・柳井市の１市４町で設
置している「柳井地区広域消費生活センター」では、管内の住民（事
業者や個人事業主を除く）からの消費生活相談の受付や解決に向け
たアドバイスを専門の相談員が行うほか、必要に応じて事業者と消
費者の話し合いの仲裁を行っています。
　なお、昨年度、センターが受理した相談件数は409件で、うち平
生町民の相談件数は43件でした。
　センター全体の相談内容は詐欺・迷惑メールに関する相談が多く、
年代別では70代以上による相談が多く寄せられています。
　センターでは、ＬＩＮＥ公式アカウントを開設し、消費者トラブ
ルに関する対応策や管内で報告された最新トラブルの情報をいち早
くお届けしています。「友だち追加」により情報提供が可能となり
ますのでぜひご利用ください。
　困ったときは、迷わず柳井地区広域消費生活センターに相談して
ください。

柳井地区広域消費生活センターＬＩＮＥ
公式アカウントのＱＲコードはこちら▷

「窓口用封筒」提供業者募集
　町では、広告掲載事業の一環として、窓口
用封筒を作成・提供していただける業者を募
集します。
●募集物　平生町窓口用封筒
●募集対象
  窓口用封筒を取り扱う業者
●提供期間
  令和４年１月１日～12月31日
●募集締切（応募多数の場合は抽選）
  ７月30日金 17:00［必着］
●申込方法
  申込書を町役場総務課に提出（郵送可）
  ※申込書は町役場総務課に備え付けていま

す。（町ホームページからダウンロードす
ることもできます）

申問〒742-1195 
山口県熊毛郡平生町大字平生町210ｰ1
町役場総務課 管財班 ☎56ｰ7111

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、生活・仕事・こころ
の健康などについて悩まれていませんか？さまざまな悩みを抱え
ている人のために「暮らしとこころの合同相談会」を開催します。
●日時　８月 26 日木　午後１時 30 分～午後３時 30 分
　※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止や変更の場合があります。

●場所　久賀総合センター大会議室（周防大島町）
●対象　柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、上関町の住民
　　　　※相談時間は一人 30 分、予約優先
　　　　（先着申込み順、各相談の定員４人）
●相談内容（相談対応者）
　①法律に関すること（弁護士）
　②心身の健康に関すること（保健師）
　③生活に関すること（市町生活困窮窓口・社会福祉協議会相談員）
　④若者の就労に関すること（若者サポートステーション）
●申込期限　８月 23 日月
申問柳井健康福祉センター 健康増進課　☎22ｰ3631

暮らしとこころの合同相談会のご案内

コロナ禍で延期していた喜多自治会
の河川清掃の様子（６月 20 日）▷

サマージャンボ7億円
（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）
サマージャンボミニ５,000万円



試
験
・
募
集

＜ 以下は広告欄です ＞ ＜ 以下は広告欄です ＞

※
入
門
編
と
基
礎
編
を
２
年
間
で
実

施
し
て
い
ま
す
。基
礎
編
の
受
講
は
、

入
門
編
を
終
了
さ
れ
た
人
に
限
り
ま

す
。

●
定
員　
25
人
程
度

●
受
講
資
格　

令
和
４
年
度
基
礎
課

程
（
45
時
間
）
の
受
講
が
可
能
な
人

●
受
講
料　
無
料　

※
テ
キ
ス
ト
代
別
途
要

●
申
込
期
限　
７
月
26
日
月

※
詳
し
い
日
時
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
状
況
に
よ
り
延
期
、
ま
た
は
中
止
の

場
合
が
あ
り
ま
す
。

□申
□問
町
役
場
町
民
福
祉
課

☎
（
５
６
）
７
１
１
３

自
衛
隊
就
職
説
明
会

●
日
時　
７
月
11
日
日
、
18
日
日
、

25
日
日
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所　
自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本

部
柳
井
地
域
事
務
所
（
柳
井
市
）

●
対
象
者　
18
～
32
歳
未
満
の
人
、

学
生
、
保
護
者
、
学
校
関
係
者

※
参
加
さ
れ
る
人
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

□問
自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部
柳
井

地
域
事
務
所
（
担
当　
安
村
１
曹
）

☎
０
７
０
（
６
５
９
１
）
０
８
８
６

【E-m
ail

】jieitai.yanai@
outlook.

jp

※
詳
し
く
は
海
上
保
安
官
採
用
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問
徳
山
海
上
保
安
部
管
理
課

☎
０
８
３
４
（
３
１
）
０
１
１
１

海
上
保
安
官
採
用
サ
イ
ト

  ＵＲＬ　https://w
w

w
.kaiho.m

lit.
go.jp/recruitm

ent/

歌
会
始
の
詠
進
歌

　
令
和
４
年
歌
会
始
の
お
題
が
「
窓ま
ど
」

と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

●
申
込
期
限　

９
月
30
日
木
［
消
印

有
効
］

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問
宮
内
庁
式
部
職
儀
式
第
二
係

☎
０
３
（
３
２
１
３
）
１
１
１
１

ＵＲＬ　http://w
w

w
.kunaicho.go.jp

柳
井
圏
域
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
（
入
門
課
程
）

●
日
時　

８
月
７
日
～
12
月
11
日
の

土
曜
日 

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４

時
45
分
（
全
11
回
）

●
場
所　
柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

●
内
容　

聴
覚
障
が
い
者
等
の
生
活

お
よ
び
福
祉
制
度
等
へ
の
理
解
と
認

識
を
深
め
、
手
話
で
日
常
会
話
を
行

う
た
め
に
必
要
な
技
術
を
習
得
し
ま

す
。

※
受
験
資
格
、
出
願
書
類
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問
山
口
県
教
育
庁
義
務
教
育
課 

地
域

支
援
・
人
事
班

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
４
５
９
５

火
災
予
防
作
品
募
集

（
防
火
標
語
の
部
）

●
応
募
資
格　

柳
井
市
、
周
防
大
島

町
、
上
関
町
、
平
生
町
に
居
住
す
る

65
歳
以
上
の
人

●
課
題　
①
住
宅
防
火
（
特
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
） 

②
放
火
火
災
防
止 

③
防
炎
エ
プ
ロ
ン
の
普
及 

④
そ
の

他
火
災
予
防（
山
火
事
予
防
を
除
く
）

●
応
募
方
法　

官
製
は
が
き
等
に
作

品
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
（
ふ

り
が
な
）、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番

号
を
明
記
の
上
、
消
防
本
部
予
防
課

ま
で
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
最
寄
り

の
消
防
署
、
出
張
所
へ
提
出

●
応
募
期
限　

10
月
29
日
金
（
消
印

有
効
）

●
そ
の
他　
作
品
は
自
作
未
発
表
で
、

一
人
２
点
ま
で
で
す
。
ま
た
、
著
作

権
は
、
主
催
者
に
帰
属
し
ま
す
。

□申
□問
柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部 

予
防

課
指
導
係
（
〒
742-
0031 

柳
井
市
南
町

５
丁
目
４
番
１
号
）

☎
（
２
３
）
７
７
７
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
２
３
）
４
５
０
３

海
上
保
安
官
募
集

●
受
付
期
間
　
７
月
20
日
火
～
29
日
木

（
海
上
保
安
学
校
）
８
月
26
日
木
～
９

月
６
日
月
（
海
上
保
安
大
学
校
）

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

消
防
職
員
採
用
試
験

●
職
種
　
消
防
吏
員

●
採
用
予
定
人
員　
１
名
程
度

●
受
験
申
込
期
限　
８
月
６
日
金

※
受
験
資
格
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問
柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
総
務
課

☎
（
２
３
）
７
７
７
２
（
昼
間
）

☎
（
２
２
）
０
０
４
０
（
夜
間
・
休
日
）

自
衛
官
募
集

◇
一
般
曹
候
補
生

●
応
募
資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
人
（
日
本
国
籍
保
有
者
）

●
受
付
期
限　
９
月
６
日
月

◇
自
衛
官
候
補
生

●
応
募
資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
人
（
日
本
国
籍
保
有
者
）

●
受
付
期
間　
年
間
を
通
じ
て

※
応
募
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問
自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部
柳
井

地
域
事
務
所

☎
（
２
２
）
８
１
９
９

下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

●
日
時　
11
月
21
日
日 

午
後
２
時
～

４
時（
受
付 

午
後
１
時
～
１
時
40
分
）

●
場
所　

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

（
山
口
市
）

●
申
込
期
間　
8
月
30
日
月
～
９
月
16

日
木

※
詳
し
く
は
山
口
県
下
水
道
協
会
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□申
□問
町
役
場
建
設
課 

下
水
道
班

☎
（
５
６
）
７
１
１
８

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　

病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
、
就
学
義
務
を
猶
予
ま
た
は

免
除
さ
れ
た
人
な
ど
に
対
し
、
中
学

校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う

か
を
認
定
す
る
た
め
に
国
が
行
う
試

験
で
、
合
格
者
に
は
高
等
学
校
の
入

学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

●
試
験
期
日　
10
月
21
日
木

●
試
験
場
所　
山
口
県
庁
（
山
口
市
）

●
試
験
科
目　
国
語
、
社
会
、
数
学
、

理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

●
願
書
受
付
期
限　
９
月
３
日
金

講
座
・
講
習

お
知
ら
せ

□申：申込み先　　□問：問合せ先
【町ホームページ】http://www.town.hirao.lg.jp/

令和３年７月号 広報ひらお 16令和３年７月号 広報ひらお17

海の事故ゼロキャンペーン
　７月16日金から31日土までの間「海の事故
ゼロキャンペーン」を実施します。
　船舶事故の多くは衝突、乗揚げ、燃料欠乏、
機関故障などです。
◇事故防止のために
　 発航前点検を実施しましょう
　 適切な見張りを行いましょう
　  万一の海中転落に備え、ライフジャケットは必ず
　   着用しましょう
◇海の事件・事故は118番
◇海に出る前の気象情報のチェックはこちら▽
問徳山海上保安部交通課
　☎0834ｰ31ｰ0112

国木田独歩生誕 150 年記念イベント
８月 22 日日 午後１時 30 分～
サンビームやない（柳井市柳井 3670-1）

第Ⅰ部　（午後１時 30 分～）
俳優・国木田独歩の玄孫（孫の孫）

中島歩さんの朗読ライヴ：「音と本」
『武蔵野』『帰去来』『置土産』など

第Ⅱ部   （午後２時 30 分～）
小説家・テレビラジオコメンテーター

高橋源一郎さんの講演：「最初の小説家」
※入場無料。新型コロナウイルス情勢の変動に
　よる開催延期などはお問い合わせください。
問やない独歩クラブ　☎090ｰ7993ｰ1653
　サンビームやない　☎22ｰ0111

●臨時増便運航期間
７月20日～８月20日の土・日曜日、祝日、
振替休日および８月13日、14日、15日
●臨時増便発着時刻
麻里府発 馬島着 馬島発 佐合島着 佐合島発 佐賀着
9:00 9:08 9:09 9:20 9:21 9:29

佐賀発 佐合島着 佐合島発 馬島着 馬島発 麻里府着
9:30 9:38 9:40 9:51 9:52 10:00

※渡船時刻表は町ホームページでご覧いただけます。
※発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状
がある場合は、乗船をお断りさせていただくことが
あります。

※乗船時はマスクを着用してください。
問熊南総合事務組合　☎57ｰ0530

「馬島・佐合島航路」
夏季の臨時増便
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平生町民憲章
　わたくしたち　平生町民は、ふるさとの美しい自然と歴史をうけ
つぎ、明るく住みよいまちづくりを目指して、次のことに努めます。
　わたくしたち　平生町民は
1　自然を大切にし　環境をととのえ　美しいまちをつくります
1　スポーツに親しみ　きまりを守り　健やかなまちをつくります
1　思いやりと　感謝の心をもち　温かいまちをつくります
1　勤労をとうとび　活力にみちた　豊かなまちをつくります
1　文化を創造し　若い力を育て　伸びゆくまちをつくります　

７　月７　月 ８　月８　月

※予定表のため、変更となる場合があります。

16金 もの忘れ相談
�［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

17土 休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカード受取）
�［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］

18日

19月

20火

21水 大野地区ラジオ体操会［7:00 ／大野セ］

22木

23金

24土

25日

26月

27火 認知症カフェあいあむ
�［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

28水 町長と語る会（要予約）［18:00 ／町役場町長室］

29木

30金

31土

1 日 休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカード受取）
�［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日 工作教室［9:00 ／大野セ］

9 月

10火 人権行政相談
［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

11水

12木

13金

14土

15日

セ：地域交流センターまちのカレンダー

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム
の
曲
名　

６
時
／【
７
月
】
わ
れ
は
海
の
子
【
８
月
】
か
も
め
の
水
兵
さ
ん　

��

正
午
／
平
生
町
の
歌　

���

17
時
／
夕
や
け
こ
や
け

休日や平日夜間の医療案内

区分 診療日 診療時間
休日
昼間

日曜日・祝日、盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）

9:00～12:00
13:00～17:00

平日
夜間

月～金曜日
※休日・土曜日の診療はありません 19:00～22:00

柳井地域休日夜間応急診療所
［柳井市中央１丁目５番３号］
☎22ｰ9001（診療時間内のみ）
※応急的診療のため、専門的な

診療や検査を受けられない場
合があります。

※受付は診療終了時間の30分前
までです。

柳井駅

●

柳井警察署

ＮＴＴ

柳井川

平生町

休日夜間
応急診療所

188

こころの救急電話相談（山口県精神科救急情報センター）
☎0836ｰ58ｰ4455［24時間対応］
内容：精神科受診など早急な対応に関するご相談を、ご家族や
ご本人からお受けします。（精神病、うつ病などこころの病気に
よる混乱した言動、ひきこもり、自殺願望など）

おとな（15歳以上）の救急医療電話相談
☎＃7119［毎日24時間］
または☎083ｰ921ｰ7199
内容：おおむね15歳以上の急患や疾病に関すること

こども（15歳未満のお子さん）の救急医療電話相談
☎＃8000［毎日19:00～翌8:00］
または☎083ｰ921ｰ2755
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

新型コロナウイルス感染症
発熱などの症状がある人は
まずは「かかりつけ医」へ

かかりつけ医のある人
　かかりつけ医に電話にてご相談ください。かかりつけ
医での受診が難しい場合は、医師から近隣の受診可能な
医療機関をご案内します。

かかりつけ医のない人
相談する医療機関に迷っている人

　受診・相談センター（山口県）または町保健センター
にご連絡ください。医療機関をご案内します。
●受診・相談センター（山口県）［毎日24時間対応］
☎＃7700 または ☎083ｰ902ｰ2510
●町保健センター［平日 8:30～17:15］
☎56ｰ7141

まちの人口
５月31日現在
住民基本台帳記載人口
（　）：前月対比

世帯数 5,527 世帯（ ± 0 ）
人　口 11,503 人 （ － 20 ）
うち男 5,417 人 （ － 16 ）

女 6,086 人 （ － 4 ）

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況

５月
火　災

救急 ５月
発生件数 死者

（人）
傷者
（人）建物 山林 その他 人身 物損

管内 ３ ０ ０ 264 管内 ３ 122 ０ ３
町内 ０ ０ ０ 43 町内 １ ９ ０ １

資料：柳井地区広域消防組合 資料：柳井警察署
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７月の納税 納期限 ８月２日

固定資産税 第２期

国民健康保険税 第１期

介護保険料 第１期

後期高齢者医療保険料 第１期
☆ 完 納 で 育 て よ う 明 る い 平 生 町 ☆

◎便利な口座振替も利用できます◎
問町役場税務課（町税）　☎56ｰ7114
問町役場健康保険課（保険料）　☎56ｰ7115

柳井健康福祉センター相談日
　〔山口県柳井総合庁舎／☎22ｰ3631〕

●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　８月17日火 13:00～14:00
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　８月27日金 13:00～16:00

　平生幹部交番で行っている交通関係業務につきましては、
近隣での建築・解体工事の影響により、当面の間、休止いた
しますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
●休止期間　８月１日日から当面の間
●休止業務　運転免許・交通規制業務
●代替場所　柳井警察署（柳井市南町２丁目４番18号）
問山口県総合交通センター　☎083ｰ973ｰ2900
問柳井警察署　☎23ｰ0110

平生幹部交番での交通関係業務の休止

　平生町の都市計画道路は昭和 49 年１月に都市計画決定さ
れ、長期間未着手のまま、計画路線が存続しています。既存
の道路を有効に活用しつつ効果的な計画を目的に、今後の見
直し方針について素案を作成しました。
　この素案について、皆様からのご意見を募集します。素案
は町ホームページ、建設課、佐賀出張所で閲覧することがで
きます。
●募集期間：７月９日金～８月 13 日金
問町役場建設課　☎56ｰ7118

「平生町都市計画道路見直し方針（案）」
についてご意見を募集します

※学校名・学年は受賞時（令和２年度）のものです。
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わが家のアイドルわが家のアイドル お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！

●対象　広報発行月に誕生日を迎える町内在住の小学校入学前（満１歳～満６歳）のお子さん
●申込方法
持参またはメールで①、②を提供してください。
①お子さんの名前（ふりがな）、生年月日、性別と保護者の氏名、連絡先、②写真データ
※写真は、掲載を希望する保護者から提供してください。
問町役場地域振興課　☎56ｰ7120
　メール：hirao1@town.hirao.lg.jp　※件名を「わが家のアイドル申込み」としてください。

次号の
「わが家のアイドル」
締切は

７月 21 日 水！
８月生まれのお子さんの
応募をお待ちしています！

令和３年７月号 広報ひらお 20

新庁舎建設工事の進捗状況について

掘削工事を行いました。
（５月 28 日撮影）

基礎配筋工事を行いました。
（６月 14 日撮影）

町では、引き続き新庁舎建設に対してご支援をいただける方からの寄附を
募集しています。（ふるさと納税でも募集しています。）
ご理解とご協力をお願いします。　問町役場総務課　☎56ｰ7111

工事の進捗状況をお知らせします。
また、進捗状況については町ホームページでもご覧いただけます。

（URL：http://www.town.hirao.lg.jp/topics/shinchosha_shinchoku.html）
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